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諮問庁：文部科学大臣 

諮問日：平成３０年２月１６日（平成３０年（行情）諮問第１０７号）及び同

年４月１３日（同第１８９号） 

答申日：平成３０年６月１３日（平成３０年度（行情）答申第１２０号及び同

第１２６号） 

事件名：特定課が保有する「精神障害者の配慮（文部科学省の職員である

者）」等の不開示決定（不存在）に関する件 

「障害者の定義 判定基準（障害者雇用に関するもの）」の不開示

決定（不存在）に関する件 

  

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「精神障害者の配慮（文部科学省の職員である者）」，「障害の定義

（平成２９年６月５日 文部科学省による行政説明資料Ｐ１）」，「精神

障害児の教育的ニーズの内容がわかる文書（文部科学省による行政説明資

料Ｐ１ 特定職員が作成したもの）」，「特別支援教育の対象となる精神

障害児の教育的ニーズがわかる文書」及び「特定課 障害者の定義 判断

基準（障害者雇用に関するもの）」（以下，併せて「本件対象文書」とい

う。）につき，これを保有していないとして不開示とした各決定は，妥当

である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく各開示請求に対し，平成２９年１２月２５日付け２９受

文科人第３１４号及び平成３０年１月２２日付け２９受文科人第３１３号

により文部科学大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った

各不開示決定（以下，併せて「原処分」という。）について，その取消し

を求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，各審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

  開示請求に係る行政文書を作成又は取得している。      

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書１（平成３０年（行情）諮問第１０７号） 

（１）本件開示請求に係る対象文書について 

    特定課は，文部科学省の職員の任免，給与，懲戒，服務その他の人事
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並びに教養及び訓練に関すること等を所掌するという立場から，行政文

書ファイル管理簿において当該請求に関連すると考えられる行政文書を

検索するとともに，特定課の執務室及び倉庫内の書庫について探索を行

ったが，該当する文書の存在は確認できなかったところである。 

本件開示請求については，開示請求者に大臣官房総務課情報公開担当

が確認したところ，特定課に対する請求とのことであった。 

特定課としては，可能な限り，請求の趣旨に沿った形で，提供できる

資料は提供したいと考え，相当な期間を定めて補正を依頼したものの，

回答を頂けなかったため，行政文書が存在しないことによる不開示決定

をしたところ，審査請求人から，不開示決定の取り消しを求める旨の審

査請求がされたところである。 

なお，審査請求を受けて改めて課内の執務室，書庫等を探索したが，

該当する文書は確認できなかった。 

（２）不開示決定の妥当性について 

    本審査請求に係る開示請求について，特定課では，上述のとおり行政

文書が存在しない。 

 （３）原処分に当たっての考え方 

    以上のことから，行政文書が存在しないため，不開示決定とした原処

分は妥当であり，審査請求人の主張は，根拠がなく，失当であり，認め

られない。 

２ 理由説明書２（平成３０年（行情）諮問第１８９号） 

（１）審査請求に係る行政文書等について 

    行政文書開示請求書には「特定課  ①障害者の定義 判断基準（障害

者雇用に関するもの）」との記載があり，大臣官房総務課情報公開担当

も，審査請求人は特定課が作成・保有している行政文書の開示を請求し

ていることを審査請求人に確認した。 

しかしながら，特定課においては当該行政文書を作成・保有していな

いため，本件請求文書に該当する行政文書を作成・保有していないこと

と当該行政文書に関する情報を文書で情報提供した上で，行政文書が存

在しないことによる不開示決定としたところ，審査請求人から，不開示

決定の取消しを求める旨の審査請求がされたものである。 

（２）不開示決定の妥当性について 

    特定課では，上述のとおり当該行政文書を作成・保有していないため，

該当する文書が存在しない。 

念のため，行政文書ファイル管理簿において当該請求に関連すると考

えられる行政文書を検索するとともに，特定課の執務室及び倉庫内の書

庫について探索を行ったが，該当する文書の存在は確認できなかったと

ころである。 



 3 

（３）原処分に当たっての考え方 

    以上のことから，該当する行政文書が存在しないため，不開示とした

原処分は妥当であり，審査請求人の主張は根拠がなく失当であり，認め

られない。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合し，調査審

議を行った。 

①  平成３０年２月１６日  諮問の受理（平成３０年（行情）諮問第

１０７号） 

②  同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同年４月１３日     諮問の受理（平成３０年（行情）諮問第

１８９号） 

④  同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑤ 同年５月２１日     審議（平成３０年（行情）諮問第１０７

号及び同第１８９号） 

⑥ 同年６月１１日     平成３０年（行情）諮問第１０７号及び

同第１８９号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件各開示請求について 

本件各開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを保有していないとして不開示とする各決定（原処分）を行った。 

これに対して，審査請求人は，原処分の取消しを求めているが，諮問庁

は，原処分は妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無

について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書の保有の有

無について，改めて確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとお

り説明する。 

   ア 本件各開示請求は，本件対象文書の開示を特定課に対して求めるも

のであるところ，特定課において，当該請求に関連すると考えられ

る文書の検索を行政文書ファイル管理簿にて行うとともに，特定課

の執務室及び書庫等を探索したが，該当する文書の存在は確認でき

なかった。 

イ また，諮問に際して，改めて，行政文書ファイル管理簿において当

該請求に関連すると考えられる文書を検索するとともに，特定課の執

務室及び書庫等を探索したが，該当する文書の存在は確認できなかっ

た。 

なお，審査請求人が摘示する特定課においては，文部科学省の職員
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である精神障害者の配慮についての文書，精神障害児に係る教育的

ニーズに係る文書及び障害の定義（障害者雇用に関するものを含

む。）を定めておくべき法令上の義務や慣例等はない。 

（２）本件対象文書を保有していないとする諮問庁の上記（１）の説明に特

段不自然・不合理な点はなく，また，これを覆すに足りる事情も認めら

れないことから，文部科学省において本件対象文書を保有しているとは

認められない。 

３ 本件各不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした各決定については，文部科学省において本件対象文書を保有し

ているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 


